
経済産業省 

 

 

２０１９１１２１貿局第２号   

輸出注意事項２０１９第４９号   

         
 

外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令第１７条第２項の規

定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為についての一部を改正す

る通達を次のように制定する。 
 

  令和元年１１月２８日 

 

 

 

                            経済産業省貿易経済協力局長 保坂 伸 

 

 

 

外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令第１７条 
第２項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為 
についての一部を改正する通達 

 

 
外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令第１７条第２項の規

定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について（平成４年１２

月２１日付け４貿局第４９２号）の一部を別添の新旧対照表のとおり改正する。 
 

   附 則 

 この通達は、令和２年１月２２日から施行する。 
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外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令第１７条第２項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為についての一

部を改正する通達新旧対照表（傍線部分は改正部分）

○外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令第１７条第２項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について
（平成４年１２月２１日付け４貿局第４９２号）

改 正 後 現 行

（略） （略）

１～３ （略） １～３ （略）

別紙１ 外為令別表（貨物等省令を含む。）中欄釈を要する語 別紙１ 外為令別表（貨物等省令を含む。）中欄釈を要する語

外為令 外為令別表中 外為令 外為令別表中

別表第 解釈を要する 解 釈 別表第 解釈を要する 解 釈

１の項 語 １の項 語

１～６ （略） （略） １～６ （略） （略）

７ 真空電子デバ （略） ７ 貨物等省令第 （略）

イス １９条第５項

第五号中の真

空電子デバイ

ス

８ （略） （略） ８ （略） （略）

９ 暗号機能有効 （略） ９ 暗号機能有効 （略）

化の手段 化の手段

暗号機能有効 次のいずれかに該当するものをいう。 （新設） （新設）

化の手段を用 イ 暗号機能有効化の手段を用いるこ

いることによ とによってのみ、ある貨物（貨物等省

って、ある貨 令第８条第九号から第十二号までに該

物又はあるプ 当しないものに限る。）を第九号イに
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ログラムの暗 該当するもの（第九号ヘに該当しない

号機能を有効 ものに限る。）に変換し、又はあるプ

化するもの ログラム（第21条第1項第七号、第八号

の二、第九号又は第十七号に該当しな

いものに限る。）を第２１条第１項第

九号（第８条第九号イ又はハからホま

でに係るものに限る。）に該当するも

のに変換するように設計し、若しくは

改造したもの

ロ 暗号機能有効化の手段を用いるこ

とによってのみ、貨物等省令第８条第

九号から第十二号までのいずれかに該

当する貨物又は第２１条第１項第七号

、第八号の二若しくは第九号に該当す

るプログラムに第九号イに該当する貨

物の有する機能と同等の機能を追加す

ることができるように設計し、又は改

造したもの

（略） （略） （略） （略）

１０ （略） （略） １０ （略） （略）

１１ （略） （略） １１ （略） （略）

ソースコード （略） ソースコード （略）

衛星航法シス 地上局、衛星群及び受信機から構成さ （新設） （新設）

テム れるシステムであり、衛星からの受信

信号を基に受信機の位置が計算可能な

もの。これには、全地球航法衛星シス

テム及び地域航法衛星システムが含ま

れる。
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（略） （略） （略） （略）

１２ （略） （略） １２ （略） （略）

１３ （削る） （削る） １３ 拡散接合法 ６の「拡散接合」の解釈に同じ

１４～ （略） （略） １４～ （略） （略）

１６ １６

別紙１－２～４ （略） 別紙１－２～４ （略）

参考様式１～４ （略） 参考様式１～４ （略）




